
現行の教職大学院の教育課程について

学校における実習

共通科目（基本科目）部分

〈生徒指導系〉〈学級経営系〉

教職大学院の全体構造

・教育課程の編成及び実施に関する領域
・教科等の実践的な指導方法に関する領域
・生徒指導及び教育相談に関する領域
・学級経営及び学校経営に関する領域
・学校教育と教員の在り方に関する領域

10単位以上
(300～450時間）

コース（分野）別選択科目部分

（例えば）
〈教科教育系〉

※告示５領域

○

 
教職大学院の課程の修了要件は、４５単位以上（実

 習１０単位以上を含む）を修得することと規定されている

 （専門職大学院設置基準第２９条第１項関係）。

○

 
共通科目の部分の単位数については、各大学院に

 おける設定に委ねられているものの、総単位数から実

 習１０単位を引いたもののうちの半数以上が目安として

 示されている（平成１８年中教審答申）。現行の教職大

 学院では、おおむね２０単位としている。

○ 実習については、現職教員について全部または一

 部免除することができると規定されている（同設置基準

 第２９条第１項第２項関係）

 
。現行の教職大学院では、７

 大学で全部免除、１９大学で一部免除を認めている。
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